
法 令 試 験 （模 擬） 問 題 と 解 答・ 解 説   
  

注） 試 験 問 題 中 「個 人 タ ク シー 事 業」 等 の 語 句 の 意 味 は、 そ れ ぞ れ 次 の 通 り と す る。   

〇 「個 人 タ ク シー 事 業」・・・ 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 （福 祉 輸 送 事 業 限 定）   

〇 「事 業 者」・・・・・・・・・・・ 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 （福 祉 輸 送 事 業 限 定）   

〇 「タ ク シー」・・・・・・・・・・ 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 用 自 動 車 （福 祉 輸 送 事 業 限 定）   

  

次 の 文 章 の う ち 正 し い も の に は 〇 印 を、 誤っ て い る も の に は × 印 を 回 答 用 紙 に 記 入 し 

な さ い。   

  

問 １ ． 道 路 運 送 法 の 目 的 に は、 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 の 利 益 を 保 護 す る こ と が 含 ま れ て 

い ま す。   

答 え ： × 　   

解 説 ： 道 路 運 送 の  利 用 者 の 利 益  の 保 護   

  

問 2 ． 自 動 車 の 使 用 者 は、 点 検 整 備 記 録 簿 を 当 該 自 動 車 に 備 え 置 き、 当 該 自 動 車 に つ い 

て 定 期 点 検 整 備 を し た と き は、 遅 滞 な く、 一 定 の 事 項 を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： 〇 　 設 問 の と お り   

  

問 3 ． タ ク シー 事 業 者 は、 タ ク シー 車 両 を 常 に 清 潔 に 保 持 す る ほ か、 毎 月 ２ 回 以 上 清 掃 し な 

け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 運 輸 規 則 ４ ４ 条 に、 「毎 月 ２ 回 以 上 清 掃」 は、 明 記 さ れ て い な い。   

  

問 4 ． 道 路 運 送 法 の 目 的 に は、 公 共 の 福 祉 を 増 進 す る こ と を 目 的 の 一 つ と し て い ま す。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 運 送 法 第 １ 条 （目 的）・・・ 道 路 運 送 の 総 合 的 な 発 達 を 図 り、 もっ て 公 共 の 福 祉 を 増 進 

す る こ と を 目 的 と す る。 　   

  

問 5 ． 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 は、 事 業 用 自 動 車 に 係 る 事 故 が 発 生 し た 場 合、 一 定 の 事 項 

を 記 録 し、 そ の 記 録 を 少 な く と も ２ 年 間 保 存 し な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ：  ３ 年 間  保 存 す る。   

  

問 6 ． 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 運 送 約 款 に は、 損 害 賠 償 に 関 す る 事 項 を 定 め る こ 

と が 必 要 で す が、 交 通 事 故 に 係 る 損 害 賠 償 限 度 額 及 び 補 償 支 払 の 損 害 保 険 会 社 を 定 め る 

必 要 は あ り ま せ ん。   

答 え ： 〇 　 設 問 の と お り   
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問 7 ． 個 人 タ ク シー 事 業 者 は、 氏 名 及 び 住 所 を 明 ら か に し た 者 か ら 運 輸 に 関 す る 苦 情 の 申 

出 を 受 け 付 け た 場 合、 一 定 の 事 情 を 記 録 し、 か つ、 そ の 記 録 を ３ 年 間 保 存 し な け れ ば な り 

ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ：  １ 年 間  保 存 の 誤 り   

  

問 8 ． 道 路 運 送 法 に お い て は、 国 土 交 通 大 臣 の 災 害 救 助 の た め の 運 送 命 令 に よ り 損 失 を 

受 け た 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 に 対 し て は、 そ の 損 失 を 補 償 す る こ と が 規 定 さ れ て い ま 

す。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 運 送 法 第 ８ ５ 条 （損 失 の 補 償） 　 前 条 第 １ 項 の 命 令 に よ り 損 失 を 受 け た 者 に 対 し て 

は、 そ の 損 失 を 補 償 す る。   

  

問 9 ． 個 人 タ ク シー 事 業 者 が 許 可 期 限 を 更 新 よ う と す る 場 合、 手 続 き に つ い て は、 当 該 許 可 

期 限 の 満 了 後 １ か 月 以 内 に 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 当 該 許 可 期 限 の  満 了 日 の ２ヵ 月 前 か ら １ヵ 月 ま で  の 間 に 提 出 す る も の と さ れ る。   

  

問 10 ． 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 （福 祉 輸 送 事 業 限 定） は、 事 業 報 告 書 及 び 輸 送 実 績 報 

告 書 を 毎 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で に 行 政 庁 に 提 出 し な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 （福 祉 輸 送 事 業 限 定） は、 事 業 報 告 書 の 提 出 は あ り ま せ 

ん。   

  

問 11 ． 事 業 者 は、 「感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律」 に 定 め る 

一 類 感 染 症、 二 類 感 染 症、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 若 し く は 指 定 感 染 症 （同 法 第 ７ 条 

の 規 定 に 基 づ き、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り、 同 法 第 １ ９ 条 又 は 第 ２ ０ 条 の 規 定 を 準 用 す る 

も の に 限 る。） の 患 者 （同 法 第 ８ 条 （同 法 第 ７ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む。） の 規 定 に よ 

り 一 類 感 染 症、 二 類 感 染 症、 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 若 し く は 指 定 感 染 症 の 患 者 と み 

な さ れ る 者 を 含 む。） 又 は 新 感 染 症 の 所 見 が あ る 者 に つ い て、 運 送 の 引 受 け を 拒 絶 す る こ 

と は で き ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 運 輸 規 則 第 １ ３ 条 （運 送 の 引 受 け 及 び 継 続 の 拒 絶） 　 運 送 事 業 者 は、 各 号 の い ず れ 

ず れ か に 掲 げ る 者 の 運 送 の 引 受 け 及 び  継 続 の 拒 絶 す る こ と が で き る 。 設 問 は 第 ５ 号 に あ 

た る。   

  

問 12 ． １ 年 以 上 の 懲 役 又 は 禁 錮 の 刑 に 処 さ れ、 そ の 執 行 を 終 わ り、 又 は 執 行 を 受 け る こ と 

が な く なっ た 日 か ら ２ 年 経 過 し た 者 で あ れ ば、 個 人 タ ク シー 事 業 の 許 可 を 受 け る こ と が で き 

ま す。   

答 え ： 〇   
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解 説 ： 道 路 運 送 法 （欠 格 事 由） 第 ７ 条 　 国 土 交 通 大 臣 は、 次 に 掲 げ る 場 合 に は、 一 般 旅 客 

自 動 車 運 送 事 業 の 許 可 を し て は な ら な い。 第 １ 号   許 可 を 受 け よ う と す る 者 が １ 年 以 上 の 懲 

役 又 は 禁 錮 の 刑 に 処 さ れ、 そ の 執 行 を 終 わ り、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く なっ た 日 か ら ２ 

年 経 過 し て い な い 者 で あ る と き。   

  

問 13 ． 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 等 報 告 規 則 に 定 め る 実 車 率 算 出 に 係 る 算 式 は 「実 車 キ ロ ÷ 走 

行 キ ロ × １ ０ ０」 で す。   

答 え ： 〇 　 設 問 の と お り   

  

問 14 ． 事 業 用 自 動 車 の 使 用 者 は、 道 路 運 送 車 両 法 の 規 定 に 基 づ き ６ヵ 月 ご と に 当 該 自 動 

車 の 定 期 点 検 整 備 を 行 わ な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 車 両 法 第 ４ ８ 条 （定 期 点 検 整 備） １ 項 1 号 　 自 動 車 運 送 事 業 に 供 す る 自 動 車 は、  ３ヵ 月 

の 定 期 点 検 整 備 を し な け れ ば な ら な い。   

  

問 15 ． 営 業 区 域 内 に あ る 自 宅 を 主 た る 事 務 所 及 び 営 業 所 と し て い た 個 人 タ ク シー 事 業 者 

が、 当 該 自 宅 を 増 築 し た 場 合、 主 た る 事 務 所 及 び 営 業 所 の 広 さ に 変 更 が あっ て も 位 置 に 変 

更 が な け れ ば、 事 業 計 画 変 更 の 手 続 き は 必 要 あ り ま せ ん。   

答 え ： 〇 　 設 問 の と お り   

  

問 16 ． 期 限 更 新 日 に お い て 年 齢 が 満 ６ ５ 歳 以 上 の 個 人 タ ク シー 事 業 者 は、 期 限 更 新 申 請 

書 に 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ る 高 齢 者 に 対 す る 適 性 診 断 （高 齢 

者 診 断） を 受 診 し た こ と を 証 す る 書 面 を 添 付 す れ ば、 公 的 医 療 機 関 等 の 医 療 提 供 施 設 に お 

い て 健 康 診 断 を 受 診 し た こ と を 証 す る 書 面 を 添 付 す る 必 要 は あ り ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 期 限 更 新 申 請 に は、 適 性 診 断 と 健 康 診 断 を 受 診 し た こ と を 証 す る 書 面 の 添 付 が 必 要 

で あ る。   

  

問 17 ． 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 は、 事 業 用 自 動 車 に 応 急 修 理 の た め に 必 要 な 器 具 及 び 部 

品 を 備 え な け れ ば、 当 該 事 業 用 自 動 車 を 旅 客 の 運 送 の 用 に 供 し て は な り ま せ ん が、 運 送 

の 途 中 に お い て 当 該 事 業 所 自 動 車 に 故 障 が 発 生 し た 場 合 に、 こ れ ら の 器 具 及 び 部 品 を 容 

易 に 供 給 す る こ と が で き る と き、 又 は 旅 客 の 運 送 を 容 易 に 継 続 す る こ と が で き る と き で あっ 

て も、 当 該 事 業 用 自 動 車 を 旅 客 の 運 送 の 用 に 供 す る こ と は で き ま せ ん。   

答 え ： ×   

解 説 ： 運 輸 規 則 第 ４ ３ 条 １ 項 　... こ れ ら の 器 具 及 び 部 品 を 容 易 に 供 給 す る こ と が で き る と き、 

又 は 旅 客 の 運 送 を 容 易 に 継 続 す る こ と が で き る と き は、 こ の 限 り で は な い。   

  

問 18 ． 道 路 運 送 法 の 規 定 で は、 許 可 に 付 さ れ た 条 件 又 は 期 限 は 変 更 す る こ と が で き な い と 

さ れ て い ま す。   

答 え ： ×   
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解 説 ： 運 送 法 第 ８ ６ 条 （免 許 等 の 条 件 又 は 期 限） 　 免 許、 許 可、 登 録 又 は 認 可 に は 条 件 又 

は 期 限 を 付 し、 及 び こ れ を 変 更 す る こ と が で き る。   

  

問 19 ． タ ク シー 運 転 者 は、 乗 務 の 開 始 時 及 び 終 了 時 に お い て 走 行 距 離 計 に 表 示 さ れ て い る 

走 行 距 離 の 積 算 キ ロ 数 を 乗 務 記 録 に 記 録 し な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 運 輸 規 則 第 ２ ５ 条 （乗 務 記 録） ３ 項 　 そ の 記 録 を 1 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い。   

  

問 20 ． 営 業 区 域 内 に お い て 運 送 の 申 し 込 み が あっ た 際、 旅 客 か ら 指 示 さ れ た 目 的 地 ま で の 

経 路 が わ か ら な い 場 合 に は、 旅 客 に そ の 旨 を 説 明 し、 当 該 運 送 の 引 受 け を 拒 絶 し て も よ い 

こ と が 道 路 運 送 法 に 規 定 さ れ て い ま す。   

答 え ： ×   

解 説 ： 運 送 法 第 １ ３ 条 （運 送 引 受 義 務） 設 問 の 事 由 に よ り  引 受 け の 拒 絶 は で き な い 。   

  

問 21 ． 道 路 運 送 法 第 ５ 条 １ 項 第 ３ 号 の 営 業 区 域 は、 輸 送 の 安 全、 旅 客 の 利 便 等 を 勘 案 し 

て、 地 方 運 輸 局 長 が 定 め る 区 域 を 単 位 と し ま す。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 施 行 規 則 第 ５ 条 （営 業 区 域） 地 方 運 輸 局 長 が 定 め る。   

過 去 の 問 題 で  「事 業 者 が 定 め る」 、  「事 業 者 の 利 便 等」  と 出 題 さ れ て い る。   

  

問 22 ． 身 体 障 害 者 割 引 及 び 遠 距 離 割 引 の 割 引 条 件 に 該 当 す る 場 合 は 重 複 し て 適 用 す る も 

の と し ま す が、 身 体 障 害 者 割 引 及 び 知 的 障 害 者 割 引 の 割 引 条 件 に 該 当 す る 場 合 は 割 引 の 

重 複 は で き ま せ ん。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 身 体 障 害 者 （ 1 割 引） ＋ 遠 距 離 割 （ ¥9,000 以 降 は 1 割 引 な ど） は OK で す が、 身 体 障 害 

者 手 帳 と 療 育 手 帳 （知 的 障 害） の 2 つ の 手 帳 を 提 示 さ れ て も 利 用 運 賃 の 1 割 引 で あ る。   

  

問 23 ． 道 路 運 送 車 両 法 の 規 定 で、 自 動 車 の 使 用 者 は、 自 動 車 検 査 証 の 記 載 事 項 に 変 更 

が あっ た と き は、 そ の 事 由 が あっ た 日 か ら １ ５ 日 以 内 に、 当 該 事 項 の 変 更 に つ い て の 手 続 

き を し な け れ ば な り ま せ ん。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 車 両 法 第 １ ２ 条 （変 更 登 録） 　 設 問 の と お り   

  

問 24 ． 道 路 運 送 法 で は、 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業、 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 

の ２ つ の 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 を 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 と 規 定 し て い ま す。   

答 え ： ×   

解 説: 運 送 法 第 ３ 条 （種 類） 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 種 類 は、 第 １ 項 の 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 

運 送 事 業・・・ イ） 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業、 ロ） 一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業、 ハ） 

一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の ３ 種 類 で あ る。   

そ の 他 に 第 ２ 項 の 特 定 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 が あ る。   
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問 25 ． タ ク シー 車 両 に 備 え 付 け る 地 図 は、 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 に お い て、 少 な く 

と も 営 業 区 域 内 の 一 定 の 事 項 そ の 他 地 方 運 輸 局 長 が 指 定 す る 事 項 が 明 示 さ れ た 地 図 で、 

地 方 運 輸 局 長 の 指 定 す る 規 格 に 適 合 す る も の と 定 め ら れ て い ま す。   

答 え ： 〇   

解 説 ： 運 輸 規 則 第 ２ ９ 条 （地 図 の 備 付 け）... 地 方 運 輸 局 長 の 指 定 す る 規 格 に 適 合 す る も の を 

備 え て お か な け れ ば な ら な い。   

  

次 の 文 章 は、 法 令 に 基 づ く 条 文 で す。 文 章 の 【　 　 　】 の 中 に 入 る 正 し い 語 句 を 下 記 の 

選 択 肢 の 中 か ら 選 び、 選 択 し な さ い。   

  

旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 第 １ ９ 条   

（事 故 に よ る 死 傷 者 に 関 す る 処 置）   

旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 は、 天 災 そ の 他 の 事 故 に よ り、 旅 客 が 死 亡 し、 又 は 負 傷 し た と き 

は、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 実 施 し な け れ ば な ら な い。   

１ 　 死 傷 者 の あ る と き は、 す み や か に 【問 26 ：  応 急 手 当 】 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と。   

２ 　 死 者 又 は 重 傷 者 の あ る と き は、 す み や か に、 そ の 旨 を 【問 27 ：  家 族 】 に 通 知 す る こ と   

３ 　 遺 留 品 を 【問 28 ：  保 管 】 す る こ と。   

４ 　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か、 死 傷 者 を 保 護 す る こ と。   

  

道 路 運 送 車 両 法 （昭 和 ２ ６ 年 ６ 月 １ 日 法 律 第 １ ８ ５ 号）   

（移 転 登 録）   

第 １ ３ 条 　 新 規 登 録 を 受 け た 自 動 車 （以 下 「登 録 自 動 車」 と い う。） に つ い て 所 有 者 の 変 更 が 

あっ た と き は、 新 所 有 者 は、 そ の 事 由 が あっ た 日 か ら 【問 29 ：  １ ５ 日 】 以 内 に、 国 土 交 通 大 臣 

の 行 う 移 転 登 録 の 申 請 を し な け れ ば な ら な い。   

２ 　 国 土 交 通 大 臣 は、 前 項 の 申 請 を 受 理 し た と き は、 第 ８ 条 第 １ 号 若 し く は 第 ４ 号 に 該 当 す 

る 場 合 又 は 当 該 自 動 車 に 係 る 【問 30 ：  自 動 車 検 査 証 】 が 有 効 な も の で な い 場 合 を 除 き、 移 

転 登 録 を し な け れ ば な ら な い。   

３ 　 前 条 第 ２ 項 の 規 定 は、 第 １ 項 の 申 請 に つ い て 準 用 す る。   

４ 　 第 １ ０ 条 の 規 定 は、 移 転 登 録 を し た 場 合 に つ い て 準 用 す る。   
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